
令和５年１2月 7日  

新入生保護者 様 

西脇市立西脇南中学校  

校長 下山 和久  
 

 

定期集金（学年費）に係る「貯金口座振替依頼書」の提出について 

 

厳寒の候、皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

さて、見出しの件につきまして、定期集金（学年費）として、本校では安全面等を考え、

集金の方法を保護者の方の口座からの引き落としにより実施しております。何卒、ご理解を
賜りますようお願いいたします。 

つきましては、「貯金口座振替依頼書」に必要な情報をご記入いただき、小学校の担任の

先生を通じてご提出ください。 

 
記 

 

１ 定期集金（学年費）の 

集金方法         口座からの引き落とし 
 

２ 開始時期          令和６年４月以降、手続きが完了次第行う予定 

                

３ 対 象 者         令和６年度西脇南中学校の在籍生徒 
 

４ 取り扱い金融機関   みのり農業協同組合 

            （利便性・対応等を考慮し、みのり農業協同組合にしました。） 

 
５ そ  の  他     ・１回の集金につき一人当たり、11 円(10 円＋税)の費用がかかり 

ます。 

             ・みのり農業協同組合に口座をお持ちでない方は、お手数をおかけ

しますが、口座開設をお願いいたします。 
            ・２月末日までに小学校の担任の先生にご提出ください。 

           ・問い合わせ先 西脇南中学校教頭 宮下（電話:２２-３５５３） 

 

 

※裏面に「貯金口座振替依頼書」記入例 



みのり農業協同組合　御中

6 7 7 0 0 5 4

私は上記の料金等を口座振替によって支払いたいので、下記の事項を確認のうえ依頼します。

記

１．私が支払うべき料金等について貴農協に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、

請求書に記載された金額を貯金口座から引落しのうえ、お支払い下さい。なお振替日が変更された

場合には請求書に記載された日をもって処理されてもさしつかえありません。

２．貯金の引落しにあたっては、当座勘定規定または貯金規定にかかわらず、小切手の振出または

貯金通帳および貯金払戻請求書の提出はいたしません。

３．貯金口座の残高が振替日において請求書の金額に満たないときは、私に通知することなく、

請求書を返却されてもさしつかえありません。

４．この契約は貴農協が必要と認めた場合には、私に通知することなく、解除されても異議はありません。

５．この貯金口座振替についてかりに紛議が生じても、貴農協の責によるものを除き、貴農協には

ご迷惑をかけません。

（貯金者→委託者→取扱店）

令和　　　　年　　　　月　　　　日

（様式７－１号）

貯 金 口 座 振 替 依 頼 書

学年費料金等の種類委 託 者 名

記入例

貯金者

西脇市立西脇南中学校

電話　（　0795　）　22　－　3553

西脇市野村町1795-8
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